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１．労働安全衛生基本理念 

古河機械金属グループは、従業員一人ひとりがそれぞれの職務を最良の状態で遂行す

るために、労働災害の防止を図り、安全で衛生的な職場環境（心と身体の健康維持を

含む。）を形成することが重要な経営課題の一つと認識し、当社グループの役職員は、

積極的に労働安全衛生管理水準の向上を図るため行動します。 

２．労働安全衛生方針 

古河機械金属グループは、「労働安全衛生基本理念」に基づき、職場環境の変化に迅

速かつ的確に対応できる安全衛生管理体制を構築・維持管理し、常に職場の危険要因

を排除することを当社グループの役職員の参加により実現します。 

(1) 労働安全衛生活動を推進するための管理体制と責任所在の明確化を図るとともに、

経営層はこの方針を実現するために必要な経営資源の提供をする。 

(2) 国及び各地域における労働安全衛生関連法規等を遵守するとともに、各社・各所に

おいて自主管理基準を設け、継続的に管理水準の向上を図る。 

(3) 職場環境の改善と設備の本質安全化を推進し、労働環境の変化(危険性・有害性等)

を先取りしたリスク低減対策・活動により、ヒューマンエラーによる災害を防止す

る。 

(4) 労働安全衛生管理体制及び活動内容のチェック作業を定期的に実施し、安全衛生に

関する意識の向上を図る。 

(5) 当社グループの役職員に対する教育、啓蒙等を通じて、労働安全衛生確保の重要性

を周知徹底するとともに、協力会社に対しても本方針を周知し、理解と協力を要請

する。 

(6) 事故・災害防止のため、それぞれの作業に対して「作業基準書・マニュアル」等を

作成し、関係者に周知徹底を図る。 

(7) 上記(1)から(6)の事項については、必要に応じて見直しを行うものとする。 

(8) この労働安全衛生方針は社内外に公開するものとする。 

 


